
規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
七
十
四
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
五
十
八
条
中｢

総
務
部
文
書
管
財
総
室
施
設
管
理
課
長｣

を｢

総
務
部
文
書
管
財
総
室
財
産
管

理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
百
六
十
一
条
中｢

総
務
部
文
書
管
財
総
室
施
設
管
理
課
長
に｣

及
び｢

総
務
部
文
書
管
財
総
室
施

設
管
理
課
長
に｣

を
削
る
。

別
表
第
六
生
活
環
境
部
の
項
中｢

県
民
環
境
総
室｣

を｢

生
活
環
境
総
室｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

入
札
監
理
課)

福
島
県
規
則
第
七
十
五
号

福
島
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
七
年
福
島
県
規
則
第
七
十
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
ウ
�
一
六

中｢

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律｣

を｢

海
洋
汚
染
等
及

び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
、
同
号
ウ
�
一
九

中｢

第
二
条
第
四
項｣

を｢

第
二
条
第
五

項｣
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
号
シ
中｢

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律｣

を｢

海
洋
汚
染
等
及
び

海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
、
同
号
ソ
中｢

第
二
条
第
四
項｣

を｢

第
二
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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介
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○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
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指
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件

四
九
六

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

四
九
七

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
相
談

支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地
を

変
更
し
た
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届
出
が
あ
っ
た
件
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七

福
島
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会

○
福
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安
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会
の
事
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の
委
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に
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す
る
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の
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誤

○
平
成
十
九
年
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月
十
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日
付
け
定
例

第
千
九
百
三
十
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中

四
九
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○
平
成
二
十
年
五
月
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十
日
付
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定
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三
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中

四
九
八



の
他

掘
削
の
工
事
の

施
行

方
法

主
要
な
設
備
の

構
造
及
び
能
力

掘
削
の
工
事
の

施
行

方
法

㎜㎜㎜㎜

口
径

設
備
名

㎜㎜㎜㎜

口
径

ｍｍｍｍ

深
さ

ｍｍｍｍ

深
さ

構
造

ｍ

(深
さ
)
計

ｍ

(深
さ
)
計 そ

(

自
然
保
護
課)

福
島
県
規
則
第
七
十
六
号

福
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
温
泉
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
六
年
福
島
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中｢

第
十
一
条
第
二
項｣

の
下
に｢

又
は
第
三
項｣

を
加
え
、
同
項
第
十
五
号
中｢

第
十
五
号
様
式｣

を｢

第
二
十
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

二
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
四
号
中｢

第
十
四
号
様
式｣

を｢

第
二
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
二
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中｢

第
十
三
号
様
式｣

を｢

第
二
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中｢

第
十
二
号
様
式｣

を｢

第
二
十
号
様
式｣

に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中｢

第
十
一
号
様
式｣

を｢

第
十
九
号
様
式｣

に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中｢

第
十
号
様
式｣

を｢

第
十
八
号
様
式｣

に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中｢

第
九
号
様
式｣

を｢

第
十
七
号
様
式｣

に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中｢
第
八
号
様
式｣

を｢

第
十
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

九

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
温
泉
の
採
取
の
許
可
の
申
請

温
泉
採
取
許
可
申

請
書(

第
九
号
様
式)

十

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の

合
併
又
は
分
割
の
承
認
の
申
請

温
泉
採
取
許
可
法
人
合
併(
分
割)

承
認
申
請
書(

第
十
号
様

式)

十
一

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け
た
者
の
相
続
に
よ

る
事
業
の
継
続
の
承
認
の
申
請

温
泉
採
取
許
可
者
相
続
人
事
業
継
続
承
認
申
請
書(

第
十
一
号

様
式)

十
二

法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
の

申
請

可
燃
性
天
然
ガ
ス
濃
度
確
認
申
請
書(

第
十
二
号
様
式)

十
三

法
第
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
の
確
認
を
受
け
た
者

の
地
位
の
承
継
の
届
出

可
燃
性
天
然
ガ
ス
濃
度
確
認
者
地
位
承
継
届(

第
十
三
号
様
式)

十
四

法
第
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け
た
当
該
採
取
の
た

め
の
施
設
の
位
置
等
又
は
採
取
の
方
法
の
変
更
の
許
可
の
申
請

温
泉
採
取
許
可
施
設
の
位
置
等

又
は
採
取
方
法
変
更
許
可
申
請
書(

第
十
四
号
様
式)

十
五

法
第
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
温
泉
の
採
取
の
許
可
又
は
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の

濃
度
の
確
認
に
係
る
温
泉
の
採
取
の
事
業
の
廃
止
の
届
出

温
泉
採
取
事
業
廃
止
届(

第
十
五
号

様
式)

第
一
条
第
一
項
第
七
号
中｢

第
七
号
様
式｣

を｢

第
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と

し
、
同
項
第
六
号
中｢

第
六
号
様
式｣

を｢

第
七
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
中｢

第
十
一
条
第
二
項｣

の
下
に｢

又
は
第
三
項｣

を
加
え
、｢

第
五
号
様
式｣

を｢

第
六

号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

法
第
七
条
の
二
第
一
項(

法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定

に
基
づ
く
土
地
の
掘
削
若
し
く
は
増
掘
の
許
可
を
受
け
た
当
該
掘
削
若
し
く
は
増
掘
の
た
め
の
施

設
の
位
置
等
又
は
掘
削
若
し
く
は
増
掘
の
方
法
の
変
更
の
許
可
の
申
請

温
泉
掘
削(

増
掘)

許

可
施
設
の
位
置
等
又
は
掘
削(

増
掘)

方
法
変
更
許
可
申
請
書(

第
五
号
様
式)

第
一
条
第
二
項
中｢

第
十
六
号
様
式｣

を｢

第
二
十
四
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

第
四
条
第
一
項
第
五
号｣

の
下
に｢

、
第
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号｣

を
加
え
、

｢

す
る
場
所｣

の
下
に｢

、
省
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
温
泉
の
採
取
を
行
お
う
と
す
る
場
所
、
省
令
第
六
条
の
四
第
一
項
第
三
号
、
第
六
条
の
五
第
一

項
第
四
号
、
第
六
条
の
八
第
一
項
第
三
号
、
第
六
条
の
十
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
条
の
十
一
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す
る
温
泉
の
採
取
の
場
所｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中｢

前
条
第
一
項
第
五
号｣

を｢

前
条
第
一
項
第
六
号｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

前
条
第
一
項
第
十
二
号｣

を｢

前
条
第
一
項

第
二
十
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中

｢

前
条
第
一
項
第
十
一
号｣

を

｢

前
条
第
一
項
第
十
九
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

三

前
条
第
一
項
第
十
三
号
の
届
出
書

確
認
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
日
か
ら
六
十
日
を

経
過
す
る
日

四

前
条
第
一
項
第
十
五
号
の
届
出
書

温
泉
の
採
取
の
事
業
を
廃
止
し
た
日
か
ら
十
四
日
を
経
過

す
る
日

第
二
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

前
条
第
一
項
第
二
十
二
号
の
届
出
書

変
更
し
た
日
か
ら
十
四
日
を
経
過
す
る
日

八

前
条
第
一
項
第
二
十
三
号
の
届
出
書

廃
止
し
た
日
か
ら
十
四
日
を
経
過
す
る
日

第
三
条
中｢

第
二
条
第
三
号｣

を｢

第
二
条
第
五
号｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中｢

、
第
二
号
、
第

三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号｣

を｢

か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び

第
十
四
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

第
一
条
第
一
項
第
五
号
及
び｣

を｢

第
一
条
第
一
項
第
六
号
、

第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
並
び
に｣

に
改
め
る
。

｢

第
一
号
様
式
中

｢を
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能
力

そ
の

他

の
他

温
泉
の
採
取
の

温
泉
の
採
取
を

行
お
う
と
す
る
場
所 主
要
な
設
備
の

構
造
及
び
能
力

掘
削
の
工
事
の

施
行

方
法

源
泉
名

場
所

設
備
名

㎜㎜㎜㎜

ｍｍｍｍ

構
造 ｍ

備
考

温
泉
の
採
取
の

開
始
の
予
定
日

温
泉
の
採
取
を

行
お
う
と
す
る
場
所

年
月

日

源
泉
名

場
所

｣

に
改
め
る
。

｣

第
二
号
様
式
中｢第

11条
第
２
項
｣

の
次
に｢・

温
泉
法
第
11条
第
３
項
｣

を
加
え
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中｢第

11条
第
２
項
｣

の
次
に｢温

泉
法
第
11条
第
３
項
｣

を
加
え
、

｢許
可
の
別
｣

を｢掘
削
許
可
等
の
別
｣

に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
を
第
二
十
四
号
様
式
と
し
、
第
十
五
号
様
式
を
第
二
十
三
号
様
式
と
し
、
第
十
四
号

様
式
を
第
二
十
二
号
様
式
と
し
、
第
十
三
号
様
式
を
第
二
十
一
号
様
式
と
し
、
第
十
二
号
様
式
を
第
二

十
号
様
式
と
し
、
第
十
一
号
様
式
を
第
十
九
号
様
式
と
し
、
第
十
号
様
式
を
第
十
八
号
様
式
と
し
、
第

九
号
様
式
を
第
十
七
号
様
式
と
し
、
第
八
号
様
式
を
第
十
六
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
七
様

式
を
加
え
る
。

第
９
号
様
式
(第
１
条
関
係
)

温
泉
採
取
許
可
申
請
書

(表
)

年
月

日
福
島
県
知
事

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

�

電
話
番
号
(

)
－

下
記
に
よ
り
､
温
泉
の
採
取
を
業
と
し
て
行
い
た
い
の
で
､
温
泉
法
第
14条
の
２
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
申
請
し
ま
す
｡

記

(裏
)

福
島
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
欄

第
１
０
号
様
式
(第
１
条
関
係
)

温
泉
採
取
許
可
法
人
合
併
(分
割
)
承
認
申
請
書

(表
)

年
月

日
福
島
県
知
事
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

�

電
話
番
号
(

)
－

下
記
に
よ
り
､
温
泉
採
取
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
(分
割
)
に
つ
い
て
承
認
を

受
け
た
い
の
で
､
温
泉
法
第
14条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
｡

記
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備
考

合
併
(
分
割
)
予
定
日

温
泉
の
採
取
の
場
所

許
可
年
月
日
及
び
指
令
番
号

分
割
に
よ
り
事
業

を
承
継
す
る
法
人

合
併
後
存
続
す
る

(合
併
に
よ
り
設

立
さ
れ
る
)
法
人

合
併
に
よ
り
消
滅

す
る
(分
割
前
の
)

法
人

名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

年
月

日

源
泉
名

場
所

年
月

日
福
島
県
指
令
第

号

電
話
番
号
(

)
－

電
話
番
号
(

)
－

電
話
番
号
(

)
－

備
考

相
続
開
始
年
月
日

温
泉
の
採
取
の
場
所

許
可
年
月
日
及
び
指
令
番
号

被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所

年
月

日

源
泉
名

場
所

年
月

日
福
島
県
指
令
第

号

(裏
)

福
島
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
欄

第
１
１
号
様
式
(第
１
条
関
係
)

温
泉
採
取
許
可
者
相
続
人
事
業
継
続
承
認
申
請
書

(表
)

年
月

日
福
島
県
知
事
住
所
氏
名

�

被
相
続
人
と
の
続
柄

電
話
番
号
(

)
－

下
記
に
よ
り
､
温
泉
採
取
の
事
業
を
引
き
続
き
行
い
た
い
の
で
､
温
泉
法
第
14条
の
４
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
｡

記(裏
)

福
島
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
欄
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メ
タ
ン
の
濃
度
の

測
定
に
関
す
る
事
項

温
泉
の
採
取
の

開
始
の
予
定
日

温
泉
の
採
取
を

行
お
う
と
す
る
場
所

測
定

結
果

測
定

方
法

測
定

年
月
日

測
定

場
所

年
月

日

源
泉
名

場
所

年
月

日

備
考

メ
タ
ン
の
濃
度
の

測
定
に
関
す
る
事
項

測
定

実
施
者

測
定

結
果

測
定

方
法

測
定

年
月
日

場
所

年
月

日

第
１
２
号
様
式
(第
１
条
関
係
)可
燃
性
天
然
ガ
ス
濃
度
確
認
申
請
書

(表
)

年
月

日
福
島
県
知
事

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

�

電
話
番
号
(

)
－

下
記
に
よ
り
､
温
泉
の
採
取
を
業
と
し
て
行
い
た
い
の
で
､
温
泉
法
第
14条
の
５
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
申
請
し
ま
す
｡

記

(裏
)

福
島
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
欄

第
１
３
号
様
式
(第
１
条
関
係
)
可
燃
性
天
然
ガ
ス
濃
度
確
認
者
地
位
承
継
届

年
月

日
福
島
県
知
事
住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

�

電
話
番
号
(

)
－

下
記
に
よ
り
､
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に
つ
い
て
確
認
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
の
で
､

温
泉
法
第
14条
の
６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
｡
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変
更
後
の
工
事
の

変
更

の
理

由

変
更

の
内

容

温
泉
の
採
取
の
場
所

許
可
年
月
日
及
び
指
令
番
号

備
考

地
位
を
承
継
し
た
日

温
泉
の
採
取
の
場
所

可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度

に
つ
い
て
確
認
を
受
け
た
日

及
び
指
令
番
号

可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度

に
つ
い
て
確
認
を
受
け
た
者

源
泉
名

場
所

年
月

日
福
島
県
指
令
第

号

年
月

日

源
泉
名

場
所

年
月

日
福
島
県
指
令
第

号

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

温
泉
採
取
許
可
年
月
日

又
は
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の

濃
度
に
つ
い
て
確
認
を

受
け
た
日
及
び
指
令
番
号

備
考

変
更
後
の
工
事
の

着
手
及
び
完
了
の
予
定
日

変
更

の
理

由

変
更

の
内

容

温
泉
の
採
取
の
場
所

着
手

源
泉
名

場
所

年
月

日
福
島
県
指
令
第

号

年
月
日
完
了

年
月
日

記

第
１
４
号
様
式
(第
１
条
関
係
)

温
泉
採
取
許
可
施
設
の
位
置
等
又
は
採
取
方
法
変
更
許
可
申
請
書

(表
)

年
月

日
福
島
県
知
事
住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

�

電
話
番
号
(

)
－

下
記
に
よ
り
､
温
泉
採
取
許
可
施
設
の
位
置
等
又
は
採
取
方
法
を
変
更
し
た
い
の
で
､
温
泉
法
第

14条
の
７
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
｡記

(裏
)

福
島
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
欄

第
１
５
号
様
式
(第
１
条
関
係
)

温
泉
採
取
事
業
廃
止
届

年
月

日
福
島
県
知
事
住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

�

電
話
番
号
(

)
－

下
記
に
よ
り
､
温
泉
の
採
取
の
事
業
を
廃
止
し
た
の
で
､
温
泉
法
第
14条
の
８
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
届
け
出
ま
す
｡

記
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の
施
行
方
法

備
考

温
泉
ゆ
う
出
路
の

埋
戻

し
の

状
況

温
泉
の
採
取
の
事
業
の
廃
止
の
日

温
泉
の
採
取
の
場
所

温
泉
採
取
許
可
年
月
日

又
は
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の

濃
度
に
つ
い
て
確
認
を

受
け
た
日
及
び
指
令
番
号

増
掘
後
の
ゆ
う
出
路
の

口
径
及
び
深
さ
並
び
に

増
掘
工
事
の
施
行
方
法

主
要
な
設
備
の

構
造
及
び
能
力

増
掘
後
の
ゆ
う
出
路
の

口
径
及
び
深
さ
並
び
に

増
掘
工
事
の
施
行
方
法

年
月

日

源
泉
名

場
所

年
月

日
福
島
県
指
令
第

号

増
掘
後
の
ゆ
う

出
路
の
口
径

設
備
名

増
掘
後
の
ゆ
う

出
路
の
口
径

構
造

増
掘
後
の
深
さ

増
掘
後
の
深
さ 増
掘
工
事能

増
掘

力

工
事
の
施
行
方
法

備
考

変
更
後
の
工
事
の

着
手
及
び
完
了
の
予
定
日

変
更

の
理

由

変
更

の
内

容

掘
削
許
可
等
に
係
る
工
事
に

係
る
土
地
の
所
在
､
地
番

及
び

地
目

許
可
年
月
日
及
び
指
令
番
号

掘
削
許
可
等
の
別 主
要
な
設
備
の

構
造
及
び
能
力

着
手

所
在
及
び
地
番

年
月

日
福
島
県
指
令
第

号

掘
削

増
掘

年
月
日

設
備
名

完
了 構

造年
月
日

地
目

注
｢温
泉
ゆ
う
出
路
の
埋
戻
し
の
状
況
｣
の
欄
は
､
温
泉
法
第
14条
の
２
第
１
項
の
温
泉
の
採

取
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
の
み
記
入
し
て
下
さ
い
｡

第
七
号
様
式
を
第
八
号
様
式
と
す
る
。

｢

第
六
号
様
式
中

｢を

｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

｣

第
五
号
様
式
中｢第

11条
第
２
項
｣

の
次
に｢・

温
泉
法
第
11条
第
３
項
｣

を
加
え
、
同
様
式
を
第

六
号
様
式
と
し
、
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
５
号
様
式
(第
１
条
関
係
)

温
泉
掘
削
(増
掘
)
許
可
施
設
の
位
置
等
又
は
掘
削
(増
掘
)
方
法
変
更
許
可
申
請
書

(表
)

年
月

日
福
島
県
知
事
住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

�

電
話
番
号
(

)
－

下
記
に
よ
り
､
温
泉
掘
削
(増
掘
)
許
可
施
設
の
位
置
等
又
は
掘
削
(増
掘
)
方
法
を
変
更
し
た

い
の
で
､
温
泉
法
第
７
条
の
２
第
１
項
(温
泉
法
第
11条
第
２
項
)
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
｡

記
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備
考

変
更
後
の
工
事
の

着
手
及
び
完
了
の
予
定
日

変
更

の
理

由

変
更

の
内

容

及
び

地
目

着
手

地
番

年
月
日
完
了

年
月
日

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

静
岡
県
静
岡
市

清
水
区
新
港
町

２
番
地

株
式
会
社
Ｊ
－

オ
イ
ル
ミ
ル
ズ

静
岡
工
場

製
造
事
業
場

等
の
名
称

及
び
所
在
地

告

示

郡
山
市
字
道
場

413
北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
中
中
継
基

地(平
成
20年
６

月
)

郡
山
市
字
道
場

413
北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
中
中
継
基

地(平
成
20年
６

月
)

福
島
市
成
川
字

六
反
田
37番
地

１
号
武
陽
食
品
株
式

会
社
福
島
営
業

所(平
成
20年
５

月
) 収
去
場
所

(収
去
年
月
)

ふ
く
し
ま
和
牛

(肉
用
牛
肥
育
用

配
合
飼
料
)

会
津
マ
ッ
ク
ス

(肉
用
牛
肥
育
用

配
合
飼
料
)

豊
年
和
牛
家
族

(肉
牛
繁
殖
・
若

令
牛
育
成
用
配
合

飼
料
)

飼
料
の
名
称

(飼
料
の
種
類
)

平
成
20年
６
月

平
成
20年
６
月

平
成
20年
５
月

製
造
年
月

14.0

14.1

18.5

粗た
ん
白
質

試
験
結
果
の
概
要
(
％
)

3.8

3.7

3.5 粗脂
肪

6.8

7.0

8.5 粗繊
維

5.1

5.2

5.2 粗灰
分

0.20

0.18

0.61

カ
ル
シ
ウ
ム

0.56

0.56

0.49

り
ん

－ － － そ
の
他
の
検
査

－ － － 備
考

(裏
)

福
島
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
欄

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
規
定
は
、
同
年
八

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
温
泉
法
施
行
細
則(

以
下｢

改
正
前
の
規
則｣
と

い
う
。)

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
及
び
届
出
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
温
泉

法
施
行
細
則(

以
下｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請

書
及
び
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

温
泉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
一
号)

附
則
第
六
条
の
規
定
に

よ
る
確
認
の
申
請
は
、
改
正
後
の
規
則
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

(

薬

務

課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
五
月
か
ら
同
年
六
月
ま
で
の
間
に
収
去
し
た
飼
料
の

試
験
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
七
年
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

１
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
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宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

静
岡
県
静
岡
市

清
水
区
新
港
町

２
番
地

株
式
会
社
Ｊ
－

オ
イ
ル
ミ
ル
ズ

静
岡
工
場

製
造
事
業
場

等
の
名
称

及
び
所
在
地

本
宮
市
荒
井
字

上
前
畑
１

ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル

株
式
会
社
福
島

工
場

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

郡
山
市
字
道
場

413
北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
中
中
継
基

地 福
島
市
成
川
字

六
反
田
37番
地

１
号
武
陽
食
品
株
式

会
社
福
島
営
業

所(平
成
20年
５

月
) 収
去
場
所

(収
去
年
月
)

本
宮
市
荒
井
字

上
前
畑
１

株
式
会
社
ア
サ

ヒ
ビ
ー
ル
フ
ィ
ー

ド
福
島
事
業
所

(平
成
20年
６

月
)

郡
山
市
字
道
場

413
北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
中
中
継
基

地(平
成
20年
６

月
)

会
津
マ
ッ
ク
ス

(肉
用
牛
肥
育
用

配
合
飼
料
)

豊
年
和
牛
家
族

(肉
牛
繁
殖
・
若

令
牛
育
成
用
配
合

飼
料
)

飼
料
の
名
称

(飼
料
の
種
類
)

モ
ル
ト
フ
ィ
ー
ド
・

サ
イ
レ
ー
ジ
(牛

用
混
合
飼
料
)

ふ
く
し
ま
和
牛

(肉
用
牛
肥
育
用

配
合
飼
料
)

平
成
20年
６
月

平
成
20年
５
月

製
造
年
月

平
成
20年
６
月

平
成
20年
６
月

カ
ド
ミ
ウ
ム
水
銀

カ
ド
ミ
ウ
ム
鉛
水
銀

試
験
結
果
の
概
要

7.8

14.0

3.6

3.8

6.1

6.8

1.6

5.1

0.11

0.20

備
考

0.22

0.56

－ －

－ －

本
宮
市
荒
井
字

上
前
畑
１

ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル

株
式
会
社
福
島

工
場

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

本
宮
市
荒
井
字

上
前
畑
１

株
式
会
社
ア
サ

ヒ
ビ
ー
ル
フ
ィ
ー

ド
福
島
事
業
所

(平
成
20年
６

月
)

郡
山
市
字
道
場

413
北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
中
中
継
基

地(平
成
20年
６

月
)

郡
山
市
字
道
場

413
北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
中
中
継
基

地(平
成
20年
６

月
)

モ
ル
ト
フ
ィ
ー
ド
・

サ
イ
レ
ー
ジ
(牛

用
混
合
飼
料
)

ふ
く
し
ま
和
牛

(肉
用
牛
肥
育
用

配
合
飼
料
)

会
津
マ
ッ
ク
ス

(肉
用
牛
肥
育
用

配
合
飼
料
)

平
成
20年
６
月

平
成
20年
６
月

平
成

20
年

６
月

カ
ド
ミ
ウ
ム
水
銀

カ
ド
ミ
ウ
ム
水
銀

カ
ド
ミ
ウ
ム
水
銀

注
１
飼
料
の
名
称
の
欄
中
｢規
｣
は
､
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
改
善
に
関
す
る
法
律
第
27条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
｡

２
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
に
は
､
個
別
検
査
項
目
別
に
試
験
結
果
を
示
し
､
表
示
さ
れ
た
栄
養

成
分
量
に
対
し
て
過
不
足
が
あ
っ
た
場
合
に
は
､
備
考
の
欄
に
そ
の
過
不
足
の
量
を
示
す
｡

２
安
全
性
に
関
す
る
検
査

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
に
は
､
違
反
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
を
示
し
､

違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
及
び
検
査
結
果
を
示
し
､
備
考
の
欄
に
は
そ
の

内
容
を
示
す
｡

(

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
瀬
戸
町
甲
三
二
〇
八
の
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(

治
山
対
策
課)
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福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
瀬
戸
町
甲
三
二
〇
八
の
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字
南
狼
沢
三
三
八
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
新
地
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
新
地
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

南
相
馬
市
鹿
島
区
上
栃
窪
字
萩
平
一
〇
三
、
一
〇
五
の
一
、
一
〇
六
、
一
〇
九
、
一
一
四
の
一
、

一
一
四
の
二
、
一
三
七
の
一
、
一
三
八
か
ら
一
五
〇
ま
で
、
一
五
三
、
一
五
四
、
一
五
六
か
ら
一
五

八
ま
で
、
字
木
渕
一
二
三
、
一
二
五
か
ら
一
三
五
ま
で
、
一
四
一
か
ら
一
四
六
ま
で
、
一
四
七
の
一
、

一
四
七
の
二
、
一
四
八

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
南
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

小
名
浜

い
わ
き
市
小
名
浜
下
神
白
字
綱
取

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お

り

千
速
１

同

市
小
名
浜
下
神
白
字
千
速

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
崎

同

市
小
名
浜
下
神
白
字
三
崎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
ノ
入

同

市
小
名
浜
字
播
摩
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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観
音
作

同

市
小
名
浜
観
音
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

港
ヶ
丘
１
号

同

市
小
名
浜
港
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

港
ヶ
丘
２
号

同

市
小
名
浜
港
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

港
ヶ
丘
３
号

同

市
小
名
浜
港
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

播
摩
作

同

市
小
名
浜
字
播
摩
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
下

同

市
小
名
浜
字
小
屋
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
屋
ノ
内

同

市
小
名
浜
字
小
屋
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

綱
取

同

市
小
名
浜
下
神
白
字
綱
取

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
湊

同

市
小
名
浜
字
古
湊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

千
速
２

同

市
小
名
浜
下
神
白
字
千
速

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
平

同

市
小
名
浜
上
神
白
字
大
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
町

同

市
江
名
字
東
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
代

同

市
江
名
字
上
代

急
傾
斜
地
の
崩
壊

荻
ノ
作

同

市
江
名
字
荻
ノ
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

藤
ヶ
丘
２
号

同

市
江
名
字
藤
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

寺
作

同

市
江
名
字
寺
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

寺
作
２
号

同

市
江
名
字
寺
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

風
越

同

市
江
名
字
風
越

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
作

同

市
江
名
字
中
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
町

同

市
江
名
字
北
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

向
畑

同

市
江
名
字
向
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

藤
ヶ
丘

同

市
江
名
字
藤
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

江
ノ
浦
３
号

同

市
江
名
字
風
越

急
傾
斜
地
の
崩
壊

藤
ヶ
丘
３
号

同

市
江
名
字
藤
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
ヶ
作
沢

同

市
江
名
字
天
ヶ
作

土
石
流

越
巻

同

市
常
磐
上
湯
長
谷
町
越
巻

地
滑
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

区
域
の
範
囲
及

土
砂
災
害
の
発
生

び
自
然
現
象
に

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

よ
り
建
築
物
に

現
象
の
種
類

作
用
す
る
と
想

定
さ
れ
る
衝
撃

小
名
浜

い
わ
き
市
小
名
浜
下
神
白
字
綱
取

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お

り

千
速
１

同

市
小
名
浜
下
神
白
字
千
速

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
崎

同

市
小
名
浜
下
神
白
字
三
崎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
ノ
入

同

市
小
名
浜
字
播
摩
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

観
音
作

同

市
小
名
浜
観
音
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

港
ヶ
丘
１
号

同

市
小
名
浜
港
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

港
ヶ
丘
２
号

同

市
小
名
浜
港
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

港
ヶ
丘
３
号

同

市
小
名
浜
港
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

播
摩
作

同

市
小
名
浜
字
播
摩
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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公

告

松
下

同

市
小
名
浜
字
小
屋
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
屋
ノ
内

同

市
小
名
浜
字
小
屋
ノ
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

綱
取

同

市
小
名
浜
下
神
白
字
綱
取

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
湊

同

市
小
名
浜
字
古
湊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

千
速
２

同

市
小
名
浜
下
神
白
字
千
速

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
平

同

市
小
名
浜
上
神
白
字
大
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
町

同

市
江
名
字
東
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
代

同

市
江
名
字
上
代

急
傾
斜
地
の
崩
壊

荻
ノ
作

同

市
江
名
字
荻
ノ
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

藤
ヶ
丘
２
号

同

市
江
名
字
藤
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

寺
作

同

市
江
名
字
寺
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

寺
作
２
号

同

市
江
名
字
寺
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

風
越

同

市
江
名
字
風
越

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
作

同

市
江
名
字
中
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
町

同

市
江
名
字
北
町

急
傾
斜
地
の
崩
壊

向
畑

同

市
江
名
字
向
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

藤
ヶ
丘

同

市
江
名
字
藤
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

江
ノ
浦
３
号

同

市
江
名
字
風
越

急
傾
斜
地
の
崩
壊

藤
ヶ
丘
３
号

同

市
江
名
字
藤
ヶ
丘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
ヶ
作
沢

同

市
江
名
字
天
ヶ
作

土
石
流

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。)

(

砂

防

課)

公
告
第
四
百
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
郡
山
ア
ー
バ
ン
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

�
沼

�

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
並
木
二
丁
目
一
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
郡
山
地
域
に
お
い
て
長
い
年
月
を
か
け
て
育
ま
れ
て
き
た
特
有
の
文
化
・
気
候
風

土
・
人
間
関
係
な
ど
を
活
か
し
て
、
今
を
生
き
る
人
々
に
失
わ
れ
た
ゆ
と
り
と
潤
い
を
取
り
戻
し
、

そ
れ
ら
を
新
た
に
創
り
出
す
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
社
会
環
境
お
よ
び
都
市
づ
く
り
に
つ
い
て
の
研

究
活
動
を
行
う
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
都
市
の
将
来
像
を
、
関
係
者
及
び
他
の
参
加
者
と
共
有
を
図
り
、

さ
ら
に
様
々
な
主
体
と
連
携
し
て
具
体
的
な
都
市
デ
ザ
イ
ン
の
実
践
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
十
四
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
高
齢
者
健
康
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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三

代
表
者
の
氏
名

久
保
塚

博
之

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
西
ノ
内
一
丁
目
五
番
地
十
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
民
の
高
齢
者
、
低
体
力
者
、
身
体
障
害
者
、
福
祉
施
設
に
対
し
て
、
健
康

相
談
及
び
支
援
、
情
報
提
供
、
在
宅
介
護
支
援
と
、
そ
れ
に
伴
う
人
材
育
成
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

地
域
の
医
療
費
と
り
わ
け
高
齢
者
医
療
費
の
公
的
負
担
の
軽
減
を
第
一
目
的
と
し
、
地
域
医
療
、
福

祉
、
健
康
増
進
と
共
生
の
町
造
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
十
一
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

申
請
者
の
名

申
請
者
の
主
た

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(
個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

福
島
市
社
会

福
島
市
飯
野
町

社
会
福
祉
法

福
島
県
福
島
市

平
成
二
〇
年

訪
問
介
護

福
祉
協
議
会

字
西
宮
平
二
五

人
福
島
市
社

森
合
町
一
〇
│

七
月
一
日

飯
野
ホ
ー
ム

│
一

会
福
祉
協
議

一

ヘ
ル
プ
サ
ー

会

ビ
ス
セ
ン
タ

ーハ
ッ
ピ
ー
福

同

市
郷
野
目

株
式
会
社
ジ

東
京
都
豊
島
区

同

同

島
南
・
ヘ
ル

字
宝
来
町
二
八

ャ
パ
ン
ケ
ア

北
大
塚
一
│
一

パ
ー
ス
テ
ー

│
二

サ
ー
ビ
ス
東

三
│
一
五

シ
ョ
ン

日
本

ハ
ッ
ピ
ー
福

同

市
笹
谷
字

同

同

同

同

島
笹
谷
・
ヘ

出
水
上
二
四
│

ル
パ
ー
ス
テ

八
ロ
イ
ヤ
ル
ガ

ー
シ
ョ
ン

ー
デ
ン
Ⅳ
棟
四

〇
八

ハ
ッ
ピ
ー
郡

郡
山
市
大
槻
町

同

同

同

同

山
・
ヘ
ル
パ

御
十
日
六
│
一

ー
ス
テ
ー
シ

旭
ビ
ル
二
〇
一

ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
い

い
わ
き
市
小
名

同

同

同

同

わ
き
・
ヘ
ル

浜
愛
宕
町
一
五

パ
ー
ス
テ
ー

│
六

シ
ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
白

白
河
市
会
津
町

同

同

同

同

河
・
ヘ
ル
パ

三
八
│
二
ハ
イ

ー
ス
テ
ー
シ

ツ
イ
ー
グ
ル
一

ョ
ン

〇
一

ハ
ッ
ピ
ー
茶

須
賀
川
市
茶
畑

同

同

同

同

畑
・
ヘ
ル
パ

町
六
鴫
原
貸
店

ー
ス
テ
ー
シ

舗
一
号

ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
原

南
相
馬
市
原
町

同

同

同

同

町
・
ヘ
ル
パ

区
二
見
町
一
│

ー
ス
テ
ー
シ

一
一
│
四

ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
福

福
島
市
南
矢
野

同

同

同

訪
問
入
浴

島
笹
谷
・
訪

目
字
上
戸
ノ
内

介
護

問
入
浴
ス
テ

二
│
七

ー
シ
ョ
ン

会
津
中
央
訪

会
津
若
松
市
桧

財
団
法
人
温

福
島
県
会
津
若

同

同

問
入
浴
介
護

町
一
│
二
九

知
会

松
市
一
箕
町
鶴

事
業
所

賀
一
│
一

ハ
ッ
ピ
ー
郡

郡
山
市
大
槻
町

株
式
会
社
ジ

東
京
都
豊
島
区

同

同

山
・
訪
問
入

御
十
日
六
│
一

ャ
パ
ン
ケ
ア

北
大
塚
一
│
一

浴
ス
テ
ー
シ

旭
ビ
ル
二
〇
一

サ
ー
ビ
ス
東

三
│
一
五
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ョ
ン

日
本

医
療
法
人
社

い
わ
き
市
小
名

医
療
法
人
社

福
島
県
い
わ
き

同

訪
問
看
護

団
正
風
会
小

浜
字
本
町
六
〇

団
正
風
会

市
小
名
浜
林
城

名
浜
訪
問
看

字
塚
前
三
│
一

護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

福
島
市
飯
野

福
島
市
飯
野
町

社
会
福
祉
法

同

県
福
島
市

同

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

字
西
宮
平
二
五

人
福
島
市
社

森
合
町
一
〇
│

ス
セ
ン
タ
ー

│
一

会
福
祉
協
議

一

会

ハ
ッ
ピ
ー
福

同

市
森
合
字

株
式
会
社
ジ

東
京
都
豊
島
区

同

同

島
森
合
・
デ

北
向
一
四
│
一

ャ
パ
ン
ケ
ア

北
大
塚
一
│
一

イ
サ
ー
ビ
ス

瓶
子
貸
店
舗
一

サ
ー
ビ
ス
東

三
│
一
五

セ
ン
タ
ー

階

日
本

デ
イ
サ
ー
ビ

南
会
津
郡
南
会

有
限
会
社
か

福
島
県
南
会
津

同

同

ス
・
メ
ー
プ

津
町
青
柳
字
居

ね
だ
い

郡
南
会
津
町
青

ル
フ
ェ
ロ
ー

平
一
一
五

柳
字
居
平
六
〇

三

さ
か
え
グ
リ

郡
山
市
下
舘
野

医
療
法
人
栄

同

県
郡
山
市

同

特
定
施
設

ー
ン
ハ
ー
ト

一
│
一

心
会

横
塚
二
│
一
五

入
居
者
生

美
術
館
通
り

│
六

活
介
護

株
式
会
社
Ｊ

同

市
田
村
町

株
式
会
社
Ｊ

同

市

同

福
祉
用
具

Ａ
ラ
イ
フ
ク

金
屋
字
下
夕
川

Ａ
ラ
イ
フ
ク

田
村
町
金
屋
字

貸
与

リ
エ
イ
ト
福

原
七
六
│
一

リ
エ
イ
ト
福

下
夕
川
原
七
六

島
介
護
福
祉

島

│
一

セ
ン
タ
ー

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
十
二
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

申
請
者
の
名
称

申
請
者
の
主
た
る

指
定
年
月
日

事
務
所
の
所
在
地

福
島
市
社
会
福
祉

福
島
市
飯
野
町
字

社
会
福
祉
法
人

福
島
県
福
島
市
森

平
成
二
〇
年

協
議
会
飯
野
居
宅

西
宮
平
二
五
│
一

福
島
市
社
会
福

合
町
一
〇
│
一

七
月
一
日

介
護
支
援
事
業
所

祉
協
議
会

ハ
ッ
ピ
ー
郡
山
・

郡
山
市
大
槻
町
御

株
式
会
社
ジ
ャ

東
京
都
豊
島
区
北

同

居
宅
介
護
支
援
事

十
日
六
│
一
旭
ビ

パ
ン
ケ
ア
サ
ー

大
塚
一
│
一
三
│

業
所

ル
二
〇
一

ビ
ス
東
日
本

一
五

太
田
綜
合
病
院
介

同

市
中
町
五
│

財
団
法
人
太
田

福
島
県
郡
山
市
西

同

護
保
険
事
業
所

二
五

綜
合
病
院

ノ
内
二
│
六
│
一

八

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
十
三
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

通
所
事
業
所

郡
山
市
日
和
田

社
会
福
祉
法

福
島
県
郡
山
市

平
成
二
〇
年

通
所
介
護

南
東
北
さ
く

町
梅
沢
字
丹
波

人
南
東
北
福

日
和
田
町
梅
沢

六
月
一
日

ら
館

山
三
│
二

祉
事
業
団

字
丹
波
山
三
│

二

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

河
沼
郡
会
津
坂

特
定
非
営
利

同

県
河
沼
郡

平
成
二
〇
年

訪
問
介
護

い
き
い
き
サ

下
町
字
大
道
二

活
動
法
人
い

会
津
坂
下
町
字

六
月
四
日

ポ
ー
ト
つ
く

三
九
二
│
六

き
い
き
サ
ポ

大
道
二
三
九
二
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し
ん
ぼ
い
き

ー
ト
つ
く
し

│
六

い
き
ヘ
ル
パ

ん
ぼ

ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

ラ
イ
フ
・
ケ

双
葉
郡
大
熊
町

株
式
会
社
ア

同

県
双
葉
郡

平
成
二
〇
年

同

ア
サ
ー
ビ
ス

下
野
上
字
金
谷

ク
テ
ィ
ブ

大
熊
町
下
野
上

六
月
一
日

平
三
五
三
│
一

字
金
谷
平
三
五

三
│
一

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
十
四
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の
事

変
更
後
の
事

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

サ
ー
ビ
ス

業
所
の
名
称

業
所
の
名
称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)
あ
っ
て
は
、
住

所)

デ
イ
サ
ー
ビ

デ
イ
サ
ー
ビ

会
津
若
松
市
橋

有
限
会
社
な

福
島
県
会
津
若

通
所
介
護

ス
セ
ン
タ
ー

ス
セ
ン
タ
ー

本
一
│
四
│
一

ご
や
か

松
市
神
指
町
黒

な
ご
や
か
会

し
な
の
き

四

川
字
芦
野
甲
八

津
若
松

六
四
│
一

ハ
ー
ト
フ
ル

マ
ル
イ
チ
平

須
賀
川
市
新
町

マ
ル
イ
チ
平

同

県
須
賀
川

訪
問
介
護

平
和

和

一
一

和
タ
ク
シ
ー

市
新
町
一
一

有
限
会
社

社
団
法
人
地

磐
梯
町
保
健

耶
麻
郡
磐
梯
町

社
団
法
人
地

東
京
都
千
代
田

訪
問
介
護

域
医
療
振
興

医
療
福
祉
セ

磐
梯
字
諏
訪
山

域
医
療
振
興

区
平
河
町
二
│

通
所
介
護

協
会
磐
梯
町

ン
タ
ー

二
九
二
六

協
会

六
│
三

保
健
医
療
福

祉
セ
ン
タ
ー

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
十
五
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

称(

個
人
に

た
る
事
務
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

の
所
在
地

氏
名)

(

個
人
に
あ
っ

て
は
、
住
所)

デ
イ
サ
ー
ビ

会
津
若
松
市
神

会
津
若
松
市
橋

有
限
会
社
な

福
島
県
会
津

通
所
介
護

ス
セ
ン
タ
ー

指
町
黒
川
字
芦

本
一
│
四
│
一

ご
や
か

若
松
市
神
指

し
な
の
き

野
甲
八
六
四
│

四

町
黒
川
字
芦

一

野
甲
八
六
四

│
一

あ
い
づ
農
業

同

市
昭

同

市
扇

あ
い
づ
農
業

同

特
定
福
祉

協
同
組
合

和
町
一
│
三
四

町
三
五
│
一

協
同
組
合

市
扇
町

用
具
販
売

三
五
│
一

ホ
ー
ム
ヘ
ル

い
わ
き
市
平
上

い
わ
き
市
平
字

社
会
福
祉
法

同

県
い
わ

訪
問
介
護

プ
ス
テ
ー
シ

平
窪
字
羽
黒
四

堂
ノ
前
二

人
い
わ
き
福

き
市
平
上
平

ョ
ン
シ
ャ
ロ

〇
│
四
四

音
協
会

窪
字
羽
黒
四

ー
ム

〇
│
四
四

平
和
タ
ク
シ

南
相
馬
市
原
町

南
相
馬
市
原
町

平
和
タ
ク
シ

同

県
南
相

同

ー
介
護
事
業

区
南
町
二
│
八

区
旭
町
一
│
二

ー
株
式
会
社

馬
市
原
町
区

部

五
│
一

六

旭
町
一
│
二

六

マ
イ
ム
介
護

河
沼
郡
会
津
坂

河
沼
郡
会
津
坂

株
式
会
社
マ

同

県
会
津

同

セ
ン
タ
ー
ば

下
町
字
古
町
川

下
町
字
台
ノ
下

イ
ム

若
松
市
中
央

ん
げ

尻
三
七
〇
│
一

七
四
五

三
│
七
│
三

〇
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(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
十
六
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事

業

者

事
業
者
の
主
た
る

の

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

の

名

称

事
務
所
の
所
在
地

居
宅
介
護
支
援

い
わ
き
市
平
上
平

い
わ
き
市
平
字
堂

社
会
福
祉
法

福
島
県
い
わ
き
市

事
業
所
シ
ャ
ロ

窪
字
羽
黒
四
〇
│

ノ
前
二

人
い
わ
き
福

平
上
平
窪
字
羽
黒

ー
ム

四
四

音
協
会

四
〇
│
四
四

マ
イ
ム
居
宅
支

河
沼
郡
会
津
坂
下

河
沼
郡
会
津
坂
下

株
式
会
社
マ

同

県
会
津
若
松

援
セ
ン
タ
ー
ば

町
字
古
町
川
尻
三

町
字
台
ノ
下
七
四

イ
ム

市
中
央
三
│
七
│

ん
げ

七
〇
│
一

五

三
〇

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
十
七
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

申
請
者
の
名

申
請
者
の
主
た

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

ほ
の
ぼ
の
訪

福
島
市
笹
谷
字

有
限
会
社
ハ

福
島
県
福
島
市

平
成
二
〇
年

介
護
予
防

問
介
護
セ
ン

中
田
一
│
八

ー
ト
ネ
ッ
ト

笹
谷
字
中
田
一

七
月
一
日

訪
問
介
護

タ
ー

│
八

福
島
市
社
会

同

市
飯
野
町

社
会
福
祉
法

同

市

同

同

福
祉
協
議
会

字
西
宮
平
二
五

人
福
島
市
社

森
合
町
一
〇
│

飯
野
ホ
ー
ム

│
一

会
福
祉
協
議

一

ヘ
ル
プ
サ
ー

会

ビ
ス
セ
ン
タ

ーハ
ッ
ピ
ー
福

同

市
郷
野
目

株
式
会
社
ジ

東
京
都
豊
島
区

同

同

島
南
・
ヘ
ル

字
宝
来
町
二
八

ャ
パ
ン
ケ
ア

北
大
塚
一
│
一

パ
ー
ス
テ
ー

│
二

サ
ー
ビ
ス
東

三
│
一
五

シ
ョ
ン

日
本

ハ
ッ
ピ
ー
福

同

市
笹
谷
字

同

同

同

同

島
笹
谷
・
ヘ

出
水
上
二
四
│

ル
パ
ー
ス
テ

八
ロ
イ
ヤ
ル
ガ

ー
シ
ョ
ン

ー
デ
ン
Ⅳ
棟
四

〇
八

ハ
ッ
ピ
ー
郡

郡
山
市
大
槻
町

同

同

同

同

山
・
ヘ
ル
パ

御
十
日
六
│
一

ー
ス
テ
ー
シ

旭
ビ
ル
二
〇
一

ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
い

い
わ
き
市
小
名

同

同

同

同

わ
き
・
ヘ
ル

浜
愛
宕
町
一
五

パ
ー
ス
テ
ー

│
六

シ
ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
白

白
河
市
会
津
町

同

同

同

同

河
・
ヘ
ル
パ

三
八
│
二
ハ
イ

ー
ス
テ
ー
シ

ツ
イ
ー
グ
ル
一

ョ
ン

〇
一

ハ
ッ
ピ
ー
茶

須
賀
川
市
茶
畑

同

同

同

同

畑
・
ヘ
ル
パ

町
六
鴫
原
貸
店

ー
ス
テ
ー
シ

舗
一
号

ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
原

南
相
馬
市
原
町

同

同

同

同

町
・
ヘ
ル
パ

区
二
見
町
一
│

ー
ス
テ
ー
シ

一
一
│
四
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ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
福

福
島
市
南
矢
野

同

同

同

介
護
予
防

島
笹
谷
・
訪

目
字
上
戸
ノ
内

訪
問
入
浴

問
入
浴
ス
テ

二
│
七

介
護

ー
シ
ョ
ン

会
津
中
央
訪

会
津
若
松
市
桧

財
団
法
人
温

福
島
県
会
津
若

同

同

問
入
浴
介
護

町
一
│
二
九

知
会

松
市
一
箕
町
鶴

事
業
所

賀
一
│
一

ハ
ッ
ピ
ー
郡

郡
山
市
大
槻
町

株
式
会
社
ジ

東
京
都
豊
島
区

同

同

山
・
訪
問
入

御
十
日
六
│
一

ャ
パ
ン
ケ
ア

北
大
塚
一
│
一

浴
ス
テ
ー
シ

旭
ビ
ル
二
〇
一

サ
ー
ビ
ス
東

三
│
一
五

ョ
ン

日
本

医
療
法
人
社

い
わ
き
市
小
名

医
療
法
人
社

福
島
県
い
わ
き

同

介
護
予
防

団
正
風
会
小

浜
字
本
町
六
〇

団
正
風
会

市
小
名
浜
林
城

訪
問
看
護

名
浜
訪
問
看

字
塚
前
三
│
一

護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

福
島
市
飯
野

福
島
市
飯
野
町

社
会
福
祉
法

同

県
福
島
市

同

介
護
予
防

デ
イ
サ
ー
ビ

字
西
宮
平
二
五

人
福
島
市
社

森
合
町
一
〇
│

通
所
介
護

ス
セ
ン
タ
ー

│
一

会
福
祉
協
議

一

会

ハ
ッ
ピ
ー
福

同

市
森
合
字

株
式
会
社
ジ

東
京
都
豊
島
区

同

同

島
森
合
・
デ

北
向
一
四
│
一

ャ
パ
ン
ケ
ア

北
大
塚
一
│
一

イ
サ
ー
ビ
ス

瓶
子
貸
店
舗
一

サ
ー
ビ
ス
東

三
│
一
五

セ
ン
タ
ー

階

日
本

デ
イ
サ
ー
ビ

南
会
津
郡
南
会

有
限
会
社
か

福
島
県
南
会
津

同

同

ス
・
メ
ー
プ

津
町
青
柳
字
居

ね
だ
い

郡
南
会
津
町
青

ル
フ
ェ
ロ
ー

平
一
一
五

柳
字
居
平
六
〇

三

さ
か
え
グ
リ

郡
山
市
下
舘
野

医
療
法
人
栄

同

県
郡
山
市

同

介
護
予
防

ー
ン
ハ
ー
ト

一
│
一

心
会

横
塚
二
丁
目
一

特
定
施
設

美
術
館
通
り

五
│
六

入
居
者
生

活
介
護

株
式
会
社
Ｊ

同

市
田
村
町

株
式
会
社
Ｊ

同

市

同

介
護
予
防

Ａ
ラ
イ
フ
ク

金
屋
字
下
夕
川

Ａ
ラ
イ
フ
ク

田
村
町
金
屋
字

福
祉
用
具

リ
エ
イ
ト
福

原
七
六
│
一

リ
エ
イ
ト
福

下
夕
川
原
七
六

貸
与

島
介
護
福
祉

島

│
一

セ
ン
タ
ー

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
十
八
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

郡
山
介
護
サ

郡
山
市
大
槻
町

郡
山
タ
ク
シ

福
島
県
郡
山
市

平
成
二
〇
年

介
護
予
防

ー
ビ
ス

字
仁
池
向
五
│

ー
株
式
会
社

大
槻
町
字
仁
池

五
月
三
一
日

訪
問
介
護

三

向
五
│
三

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

河
沼
郡
会
津
坂

特
定
非
営
利

同

県
河
沼
郡

平
成
二
〇
年

同

い
き
い
き
サ

下
町
字
大
道
二

活
動
法
人
い

会
津
坂
下
町
字

六
月
四
日

ポ
ー
ト
つ
く

三
九
二
│
六

き
い
き
サ
ポ

大
道
二
三
九
二

し
ん
ぼ
い
き

ー
ト
つ
く
し

│
六

い
き
ヘ
ル
パ

ん
ぼ

ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

ラ
イ
フ
・
ケ

双
葉
郡
大
熊
町

株
式
会
社
ア

同

県
双
葉
郡

平
成
二
〇
年

同

ア
サ
ー
ビ
ス

下
野
上
字
金
谷

ク
テ
ィ
ブ

大
熊
町
下
野
上

六
月
一
日

平
三
五
三
│
一

字
金
谷
平
三
五
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三
│
一

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
十
九
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の
事

変
更
後
の
事

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

サ
ー
ビ
ス

業
所
の
名
称

業
所
の
名
称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

デ
イ
サ
ー
ビ

デ
イ
サ
ー
ビ

会
津
若
松
市
橋

有
限
会
社
な

福
島
県
会
津
若

介
護
予
防

ス
セ
ン
タ
ー

ス
セ
ン
タ
ー

本
一
│
四
│
一

ご
や
か

松
市
神
指
町
黒

通
所
介
護

な
ご
や
か
会

し
な
の
き

四

川
字
芦
野
甲
八

津
若
松

六
四
│
一

ハ
ー
ト
フ
ル

マ
ル
イ
チ
平

須
賀
川
市
新
町

マ
ル
イ
チ
平

同

県
須
賀
川

介
護
予
防

平
和

和

一
一

和
タ
ク
シ
ー

市
新
町
一
一

訪
問
介
護

有
限
会
社

社
団
法
人
地

磐
梯
町
保
健

耶
麻
郡
磐
梯
町

社
団
法
人
地

東
京
都
千
代
田

介
護
予
防

域
医
療
振
興

医
療
福
祉
セ

磐
梯
字
諏
訪
山

域
医
療
振
興

区
平
河
町
二
│

訪
問
介
護

協
会
磐
梯
町

ン
タ
ー

二
九
二
六

協
会

六
│
三

介
護
予
防

保
健
医
療
福

通
所
介
護

祉
セ
ン
タ
ー

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
二
十
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

称(

個
人
に

た
る
事
務
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

の
所
在
地

氏
名)

(

個
人
に
あ
っ

て
は
、
住
所)

デ
イ
サ
ー
ビ

会
津
若
松
市
神

会
津
若
松
市
橋

有
限
会
社
な

福
島
県
会
津

介
護
予
防

ス
セ
ン
タ
ー

指
町
黒
川
字
芦

本
一
│
四
│
一

ご
や
か

若
松
市
神
指

通
所
介
護

し
な
の
き

野
甲
八
六
四
│

四

町
黒
川
字
芦

一

野
甲
八
六
四

│
一

あ
い
づ
農
業

同

市
昭

同

市
扇

あ
い
づ
農
業

同

特
定
介
護

協
同
組
合

和
町
一
│
三
四

町
三
五
│
一

協
同
組
合

市
扇
町

予
防
福
祉

三
五
│
一

用
具
販
売

ホ
ー
ム
ヘ
ル

い
わ
き
市
平
上

い
わ
き
市
平
字

社
会
福
祉
法

同

県
い
わ

介
護
予
防

プ
ス
テ
ー
シ

平
窪
字
羽
黒
四

堂
ノ
前
二

人
い
わ
き
福

き
市
平
上
平

訪
問
介
護

ョ
ン
シ
ャ
ロ

〇
│
四
四

音
協
会

窪
字
羽
黒
四

ー
ム

〇
│
四
四

平
和
タ
ク
シ

南
相
馬
市
原
町

南
相
馬
市
原
町

平
和
タ
ク
シ

同

県
南
相

同

ー
介
護
事
業

区
南
町
二
│
八

区
旭
町
一
│
二

ー
株
式
会
社

馬
市
原
町
区

部

五
│
一

六

旭
町
一
│
二

六

マ
イ
ム
介
護

河
沼
郡
会
津
坂

河
沼
郡
会
津
坂

株
式
会
社
マ

同

県
会
津

同

セ
ン
タ
ー
ば

下
町
字
古
町
川

下
町
字
台
ノ
下

イ
ム

若
松
市
中
央

ん
げ

尻
三
七
〇
│
一

七
四
五

三
│
七
│
三

〇

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
二
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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八
三
〇

ペ
ー
ジ 福

島
県
公
安
委
員
会

下 段

後
ろ
か

ら
四

後
ろ
か

ら
一
五

行

事
務
管
理
室
長

統
括
主
幹

正

事
務
管
理
部
長

総
括
主
幹

誤

事
業
所

事
業
所
の

事
業
者

事
業
者
の
主

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

所

在

地

の
名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

主
た
る
対
象

の
所
在
地

者

グ
ル
ー

会
津
若
松
市

特
定
非

福
島
県
会
津

平
成
二
〇
年

共
同
生
活

知
的
障
害
者

プ
ホ
ー

一
箕
町
八
幡

営
利
活

若
松
市
東
千

七
月
一
日

介
護

ム
す
ま

字
八
幡
三
八

動
法
人

石
三
丁
目
四

共
同
生
活

い
る

│
一
〇

ふ
れ
あ

│
五
〇

援
助

い
づ
ス

マ
イ
ル

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
四
百
二
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事

変
更
後
の
事

事
業
者
の

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ

サ
ー
ビ
ス

名
称

業
所
の
所
在

業
所
の
所
在

名
称

た
る
事
務
所

ス
の
種

の
主
た
る

地

地

の
所
在
地

類

対
象
者

障
害
者
総

い
わ
き
市
平

い
わ
き
市
平

社
会
福
祉

福
島
県
い
わ

共
同
生

知
的
障
害

合
生
活
支

字
田
町
二
四

字
堂
ノ
前
二

法
人
い
わ

き
市
平
上
平

活
援
助

者

援
セ
ン
タ

き
福
音
協

窪
字
羽
黒
四

共
同
生

ー｢

ふ
く

会

〇
│
四
四

活
介
護

い
ん｣

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
四
百
二
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
相
談
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス
の
主

名
称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

名
称

た
る
事
務
所

た
る
対
象
者

の
所
在
地

障
害
者
総

福
島
県
い
わ
き

福
島
県
い
わ
き

社
会
福
祉

福
島
県
い
わ

身
体
障
害
者

合
生
活
支

市
平
字
田
町
二

市
平
字
堂
ノ
前

法
人
い
わ

き
市
平
上
平

知
的
障
害
者

援
セ
ン
タ

四

二

き
福
音
協

窪
字
羽
黒
四

障
害
児

ー｢

ふ
く

会

〇
│
四
四

精
神
障
害
者

い
ん｣

(

障
が
い
福
祉
課)

福
島
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
20年
７
月
29日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
０
号

福
島
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
(平
成
４
年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
３
条
中
｢又
は
第
30条
｣
を
｢､
第
30条
又
は
第
30条
の
３
｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
則
は
､
平
成
20年
８
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(組
織
犯
罪
対
策
課
)

正

誤

○
平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日
付
け
定
例
第
千
九
百
三
十
五
号
中
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています

三
五
〇

上

二
〇

一
六

指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、

そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産

部
森
林
林
業
総
室
治
山
対
策
課

及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一
〇
〇
の
一

(

次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。)

指
定
理
由
の
消
滅

一
〇
〇
の
一

○
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
付
け
定
例
第
千
九
百
八
十
三
号
中
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